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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 

X
（
旧
Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
）
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

  
 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

先
日
、
日
本
郵
政
（
株
）

か
ら
「
２
０
２
５
年
度
に
お

け
る
年
末
一
時
金
（
ボ
ー
ナ

ス
）
に
つ
い
て
」
提
案
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
年
末
一
時

金
に
つ
い
て
は
２
５
春
闘
で

交
渉
を
行
い
整
理
し
た
も
の

で
す
。 

た
だ
整
理
済
み
と
は
い
え
、

そ
の
後
「
点
呼
不
備
事
案
」

が
発
覚
し
「
一
般
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
の
許
可
取
消
の

行
政
処
分
の
執
行
に
よ
り
許

可
取
消
処
分
」
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
ま
た
「
貨
物
軽
自
動

車
運
送
事
業
の
行
政
処
分
の

執
行
」
に
よ
り
、
保
有
す
る

一
部
の
軽
四
車
両
が
処
分
期

間
中
使
用
で
き
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
軽
四
車
両
の
使
用

停
止
の
通
知
は
続
い
て
お
り
、

長
中
局
も
対
象
と
な
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。 

日
本
郵
便
は
８
月
８
日
に

発
表
し
た
２
０
２
６
年
３
月

期
第
１
四
半
期
の
決
算
説
明

資
料
の
中
で
、
集
配
運
送
の

外
部
委
託
費
が
年
間
６
５
億

円
程
度
増
加
す
る
と
の
見
通

し
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
な
の
で

年
末
一
時
金
に
つ
い
て
、
不

安
を
感
じ
る
社
員
も
い
た
と

思
い
ま
す
が
、
２
５
春
闘
時

の
整
理
内
容
通
り
の
支
給
と

な
り
ま
し
た
。 

支
給
時
期
及
び
支
給
割
合

な
ど
は
昨
年
の
一
時
金
内
容

と
同
様
で
、
各
社
と
も
基
準

日
は
１
２
月
１
日
。
１
２
月

１
０
日
以
降
準
備
出
来
次
第

支
給
。 

支
給
割
合
（
正
社
員
）
は

日
本
郵
政
・
日
本
郵
便
・
か

ん
ぽ
生
命
が
「
２
，
１
５
月
」。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
「
２
，
２

０
月
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

な
お
各
社
と
も
月
給
制
・

時
給
制
契
約
社
員
の
年
末
一

時
金
も
昨
年
同
様
で
、
正
社

員
と
の
格
差
は
大
き
な
ま
ま

で
す
。
退
職
金
と
並
ん
で
最

も
大
き
な
格
差
と
も
い
え
る

一
時
金
の
支
給
割
合
是
正
に

向
け
、
郵
政
ユ
ニ
オ
ン
は
２

６
春
闘
で
も
要
求
を
続
け
ま

す
。 

 

 

全労協・郵政産業労働者 

ユニオン長崎中郵支部 

機関紙「みらい」 
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25 年１１月２５日（火） 

℡･Fax 095-828-1953 
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期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        

   ２０２４年度年末一時金内訳 （日本郵便）    

  社員区分   年末一時金           

     （基本給＋扶養手当＋調整手当＋役割等級別等加算）×     

     在職期間割合（注）×１，０月      

              

    基 （注）「在職期間割合」は次のとおり。以下同じ。     

    本 ・在職期間６か月            １８３/１８３     

    分 ・在職期間３か月以上６か月未満  １１０/１８３     

     ・在職期間３か月未満          ５５/１８３     

      ＊育児休業・休職等の期間がある場合は、在職期間割合が異なる。   

      
（基本給＋扶養手当＋調整手当＋役割等級別等加算）×在職期間割合×査定区分

に応じた成績率（下表） 

        【地域基幹職、総合職、シニア地域基幹職】 

        査定区分 成績率 増減月数     

        A査定 １，９３ ０，７８     

一般社員     B査定 １，５４ ０，３９     

高齢再雇用社員 業   C査定 １，１５ ０，００     

    績   D査定 ０，８６ ▲０，２９     

    分   E査定 ＊戒告などの処分で変化します。お尋ねください 

               

        【一般職、短時間勤務職、各シニアスタッフ職】 

        査定区分 成績率 増減月数     

        S査定 １，４４ ０，２９     

        C査定 １，１５ ０，００     

        D査定 １，０５ ▲０，１０     

        E査定 ＊戒告などの処分で変化します。お尋ねください 

                    

短時間社員 （基本給＋調整手当＋扶養手当額（＊）×１，２９月   

(アソシエイト社員含む) ＊アソシエイト社員に限る         

  月給制契約社員 （基本賃金額＋扶養手当額（＊））×０，３×２，０×在職期間割合   

      ＊アソシエイト社員に限る         

期     基本賃金及び扶養手当（＊１）の合計額÷６×０，３×     

間     基準日前６か月の実際勤務日数に応じ定める割合     

              

雇     ・実際勤務日数が１２０日以上     １，３５（＊２）    

用     ・実際勤務日数が１００日以上     １，２５     

社 時給制契約社員 ・実際勤務日数が８０日以上      １，１５     

員     ・実際勤務日数が８０日未満（＊３）  １，０５     

              

注     ＊１ ：アソシエイト社員に限る      

1     ＊２ ：１日の正規の勤務時間数が８時間である者は１，９    

      ＊３ ：実際勤務日数が６０日以上あるものに限る       

（注１）アソシエイト社員及びアソシエイト高齢再雇用社員を含む     

 

 


